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ナ
ー
・
巡
回
相
談
会
は
雇
用
保
険

受
給
中
の
就
職
活
動
の
実
績
に
な

り
ま
す　

▼
開
催
日
・
会
場
＝
８

月
24
日

（木）
佐
野
市
役
所
601
・
602
会

議
室（
６
階
）、
９
月
28
日

（木）
栃
木

県
庁
足
利
庁
舎
202
号
室　

▼
時
間
＝
①
午
前
10
時
30
分
〜
正

午
、
②
・
③
午
後
１
時
〜
４
時　

▼
申
込
＝
実
施
日
前
日
午
後
５
時

ま
で
に
、
電
話
で
各
会
場
の
あ
る

担
当
窓
口
へ

佐
野
市
商
工
・
企
業
誘
致
課
☎

（２０）

３
０
４
０
、
栃
木
県
足
利
労
政
事

務
所
☎
０
２
８
４

（４１）
１
２
４
１

■
問
合
せ
＝

①
・
②
は
と
ち
ぎ
ジ
ョ
ブ
モ
ー
ル

☎
０
２
８（
６
２
３
）３
２
２
６

③
は
と
ち
ぎ
生
涯
現
役
シ
ニ
ア
応

援
セ
ン
タ
ー

☎
０
２
８（
６
２
２
）３
０
１
８

監
査
委
員
の
就
任

　

次
の
方
が
、
６
月
６
日
付
け
で

監
査
委
員
に
就
任
さ
れ
ま
し
た
。

（
敬
称
略
）

■
問
合
せ
＝
監
査
委
員
事
務
局

☎
（２０）
３
０
３
４

の
期
間
（
当
日
消
印
有
効
）
に
、

直
接
ま
た
は
郵
便
で

（公財）
と
ち
ぎ
建

設
技
術
セ
ン
タ
ー
研
修
課
へ

〒
３
２
１
‐
０
９
７
４　

宇
都
宮
市
竹
林
町
１
０
３
０
‐
２

※
申
請
書
は
同
セ
ン
タ
ー
と
佐
野

市
下
水
道
課
（
植
下
町
）
で
配
布

し
て
い
ま
す

■
問
合
せ
＝
同
セ
ン
タ
ー

☎
０
２
８（
６
２
６
）３
１
８
７

下
水
道
排
水
設
備
工
事
責

任
技
術
者
更
新
講
習
会

▼
日
時
＝
10
月
24
日

（火）
午
後
２
時

〜
４
時　

▼
会
場
＝
文
化
会
館

▼
申
込
＝
該
当
者
に
は
直
接
案
内

が
届
き
ま
す
の
で
、
８
月
31
日

（木）

ま
で
（
当
日
消
印
有
効
）
に
お
申

し
込
み
く
だ
さ
い
。

■
問
合
せ
＝

（公財）
と
ち
ぎ
建
設
技
術

セ
ン
タ
ー
研
修
課

☎
０
２
８（
６
２
６
）３
１
８
７

就
職
応
援
セ
ミ
ナ
ー
と

巡
回
相
談
会

　
求
職
活
動
を
し
て
い
る
方
向
け

の
①
就
職
応
援
セ
ミ
ナ
ー
と
、
就

労
に
関
す
る
②
巡
回
相
談
会
、
シ

ニ
ア
世
代
の
社
会
参
加
活
動
に
関

す
る
③
ぷ
ら
っ
と
巡
回
相
談
会
を

開
催
し
ま
す
。
※
就
職
応
援
セ
ミ

【
終
戦
記
念
日
】８
月
15
日

（火）
正
午

■
問
合
せ
＝
行
政
経
営
課

☎
（２０）
３
０
０
５

核
の
な
い
平
和
な
世
界
を

　
昭
和
20
年
８
月
、
広
島
と
長
崎

に
投
下
さ
れ
た
原
爆
は
、
多
数
の

尊
い
命
を
奪
い
、
現
在
も
多
く
の

被
爆
者
が
後
遺
症
に
苦
し
ん
で
い

ま
す
。
私
た
ち
は
こ
の
事
実
を
世

界
の
人
々
に
訴
え
続
け
、
核
の
な

い
平
和
な
世
界
の
実
現
を
目
指
し

ま
す
。
ま
た
、
原
爆
投
下
の
惨
禍

を
皆
さ
ん
に
知
っ
て
い
た
だ
く
た

め
、
次
の
日
程
で
被
爆
写
真
を
展

示
し
ま
す
。

▼
展
示
期
間
＝
７
月
31
日

（月）
〜
８

月
４
日

（金）
▼
展
示
場
所
＝
市
役
所

市
民
活
動
ス
ペ
ー
ス（
１
階
）

■
問
合
せ
＝
佐
野
市
原
水
爆
禁
止

協
議
会
☎

（２２）
２
６
３
３

下
水
道
排
水
設
備
工
事
責

任
技
術
者
試
験
と
試
験
講

習
会

▼
日
時
＝
（
講
習
会
・
模
擬
試
験
）

９
月
26
日

（火）
午
前
10
時
〜
午
後
５

時
、（
試
験
）10
月
26
日

（木）
午
後
２

時
〜
４
時
▼
会
場
＝
コ
ン
セ
ー
レ

（
宇
都
宮
市
）

▼
申
込
＝
８
月
１
日

（火）
〜
31
日

（木）

戦
没
者
等
の
遺
族
に
対
す

る
特
別
弔
慰
金
の
請
求
期

限
に
つ
い
て

　

戦
没
者
等
の
遺
族
に
対
し
て
支

給
さ
れ
る
第
10
回
特
別
弔
慰
金
の

請
求
期
限
は
平
成
30
年
４
月
２
日

ま
で
で
す
。
請
求
期
限
を
過
ぎ
る

と
、
弔
慰
金
を
も
ら
え
ま
せ
ん
の

で
、お
早
め
に
ご
請
求
く
だ
さ
い
。

▼
支
給
対
象
＝
戦
没
者
な
ど
の
死

亡
当
時
の
ご
遺
族
で
、
平
成
27
年

４
月
１
日（
基
準
日
）
に
お
い
て
、

「
恩
給
法
に
基
づ
く
公
務
扶
助
料
」

な
ど
を
受
け
る
方
（
戦
没
者
な
ど

の
妻
や
父
母
な
ど
）
が
い
な
い
場

合
に
、
優
先
順
位
に
基
づ
き
、
ご

遺
族
お
一
人
に
支
給
し
ま
す
。

※
詳
細
は
、
社
会
福
祉
課
へ
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

■
問
合
せ
＝
同
課
☎

（２０）
３
０
２
０

黙
と
う
を
捧
げ
ま
し
ょ
う

　
原
爆
死
没
者
・
戦
没
者
の
め
い

福
と
世
界
恒
久
平
和
の
実
現
を
祈

念
す
る
た
め
、
各
ご
家
庭
・
職
場
・

地
域
で
１
分
間
の
黙
と
う
を
お
願

い
し
ま
す
。

【
広
島
原
爆
被
爆
】８
月
６
日

（日）
午

前
８
時
15
分

【
長
崎
原
爆
被
爆
】８
月
９
日

（水）
午

前
11
時
２
分

監査委員

若田部 治彦
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皆さんの生活に関することについてのお知らせです。

子
ど
も
を
虐
待
か
ら
守
り

ま
し
ょ
う
！

　

あ
な
た
か
ら
の
連
絡
が
子
ど
も

を
虐
待
か
ら
守
る
た
め
の
大
き
な

一
歩
と
な
り
ま
す
。「
も
し
か
し

て
、
虐
待
？
」
と
思
っ
た
ら
、
ご

連
絡
く
だ
さ
い
。
▼
連
絡
先
＝

児
童
相
談
所
全
国
共
通
ダ
イ
ヤ
ル

☎
１
８
９

児
童
虐
待
緊
急
ダ
イ
ヤ
ル
（
夜
間

や
土
・
日
曜
日
・
祝
日
）

☎
０
２
８（
６
８
６
）３
０
０
５

県
南
児
童
相
談
所

☎
０
２
８
２（
２
４
）６
１
２
１　

佐
野
市
児
童
虐
待
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン

☎
（２１）
６
７
７
２　

※
家
庭
児
童
相
談
室
で
は
、
子
ど

も
の
養
育
に
関
す
る
悩
み
相
談
も

お
受
け
し
て
い
ま
す

■
問
合
せ
＝
同
室
☎

（２０）
３
０
０
２

毎
月
勤
労
統
計
調
査
に

ご
協
力
く
だ
さ
い

　
厚
生
労
働
省
で
は
、
本
年
７
月

31
日
現
在
で
、
常
用
労
働
者
を
１

〜
４
人
雇
用
し
て
い
る
事
業
所
を

対
象
に
、
毎
月
勤
労
統
計
調
査
特

別
調
査
を
実
施
し
ま
す
。
対
象
の

事
業
所
に
は
、
８
月
〜
９
月
に
統

計
調
査
員
が
訪
問
し
ま
す
。

　

調
査
へ
の
ご
協
力
を
よ
ろ
し
く

お
願
い
し
ま
す
。

■
問
合
せ
＝
政
策
調
整
課

☎
（２０）
３
０
０
１

就
業
構
造
基
本
調
査
に

ご
協
力
く
だ
さ
い

　
総
務
省
統
計
局
で
は
、
本
年
10

月
１
日
現
在
で
就
業
構
造
基
本
調

査
を
実
施
し
ま
す
。

　

調
査
の
対
象
は
、
全
国
で
抽
出

さ
れ
た
約
52
万
世
帯
に
居
住
す
る

15
歳
以
上
の
方
で
す
。
８
月
下
旬

か
ら
、
統
計
調
査
員
が
対
象
調
査

区
の
各
世
帯
を
訪
問
し
、
そ
の
後
、

９
月
下
旬
に
調
査
対
象
と
な
っ
た

世
帯
に
調
査
票
を
配
布
し
ま
す
の

で
、
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

■
問
合
せ
＝
政
策
調
整
課

☎
（２０）
３
０
０
１

動
く
人
権
啓
発
運
動

　
７
・
８
月
の

２
カ
月
間
、
市

民
課
な
ど
の
職

員
が
人
権
啓
発

用
ポ
ロ
シ
ャ
ツ

を
着
用
し
「
動
く
人
権
啓
発
運
動
」

に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
ま
た
、

隣
保
館
で
は
同
和
問
題
を
は
じ
め

と
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
人
権
問
題
の

解
決
に
向
け
て
、
各
種
の
相
談
事

業
や
啓
発
活
動
、
講
習
会
な
ど
の

事
業
を
行
っ
て
い
ま
す
。

■
問
合
せ
＝
市
内
の
隣
保
館

隣
保
館（
赤
坂
町
）☎

（２２）
７
５
１
３

田
沼
福
祉
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン

タ
ー（
小
見
町
）☎

（６２）
７
８
５
８

葛
生
隣
保
事
業
相
談
所
（
富
士
見

町
）☎

（８５）
２
３
９
６

危
険
物
取
扱
者
保
安
講
習
会

　

危
険
物
の
製
造
所
な
ど
に
お
い

て
危
険
物
の
取
扱
作
業
に
従
事
し

て
い
る
危
険
物
取
扱
者
で
、
免
状

の
交
付
を
受
け
た
日
ま
た
は
、
前

回
の
講
習
を
受
け
た
日
以
後
に
お

け
る
最
初
の
４
月
１
日
か
ら
３
年

以
内
の
方
を
対
象
に
実
施
し
ま

す
。

▼
日
時
＝
９
月
７
日

（木）

（
給
油
）
午
前
９
時
30
分
〜
午
後

０
時
30
分

（
一
般
）
午
後
１
時
30
分
〜
４
時

30
分

▼
会
場
＝
文
化
会
館

▼
手
数
料
＝
４
７
０
０
円
（
栃
木

県
収
入
証
紙
）

▼
申
込
＝
８
月
17
日

（木）
〜
８
月
24

日
（木）
の
間
に
、
消
防
本
部
予
防
課

危
険
物
係
・
消
防
署
・
北
分
署
・

西
分
署
へ

■
問
合
せ
＝
同
課
☎

（２３）
９
９
１
０

　佐野市に移住・定住する若者・子育て世帯に

　奨励金を交付します
▲

対象＝

　平成２９年４月１日以降に市外から転入し、住宅を取得し

　た方または３世代同居をした方で、①か②を満たす場合

　①夫婦のどちらかが４０歳以下の世帯

　②高校生以下の子がいて、その父か母が４０歳以下の世帯

▲

奨励金額＝

　・住宅を取得した場合

　　１０万円＋加算額（子育て世帯加算など）

　　※合計５０万円上限

　・住宅を取得せず３世代同居した場合　１０万円

　このほかにも要件がありますので、詳細はお問い合わせく

ださい。

■問合せ＝空き家対策室☎（２０）３０２８

シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー

の
刃
物
と
ぎ

▼
日
時
＝
８
月
９
日

（水）
午
前
９
時

〜
午
後
４
時　

▼
会
場
＝
大
橋
シ

ル
バ
ー
ワ
ー
ク
プ
ラ
ザ

※
料
金
な
ど
は
直
接
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。
田
沼
・
葛
生
の
連

絡
所
で
も
随
時
開
催
中
で
す

■
問
合
せ
＝
同
セ
ン
タ
ー

☎
（２３）
７
７
６
５

運
動
公
園
か
ら
の
お
知
ら
せ

　

市
民
体
育
館
内
に
、ト
レ
ー
ニ
ン

グ
室
を
開
設
し
ま
し
た
。

▼
利
用
可
能
日
・
時
間
＝
月
曜
日

を
除
く
、
午
前
９
時
〜
午
後
９
時

（
受
付
は
午
後
８
時
ま
で
）

▼
対
象
＝
高
校
生
以
上
▼
利
用
料

＝
１
回
300
円　

※
初
め
て
の
方
に

は
初
回
講
習
会
を
行
い
ま
す

■
問
合
せ
＝
運
動
公
園
管
理
事
務

所
☎

（２５）
０
４
０
３（
月
曜
休
館
）


